
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
目地部を介して建てられた左右の建物の一方の建物の天井部位の躯体に取付けられた、天
井材の目地部側端部に設けられた目地カバー押し上げ部と、この目地カバー押し上げ部と
対向する部位の前記左右の建物の他方の建物の躯体に常時は前記目地部を覆うように支持
され、地震等によって目地部が狭くなる場合には上方へ移動可能な目地カバーと、地震等
によって目地部が広くなる場合に前記目地カバーの目地部を覆っていた状態を保つ目地カ
バー保持具と、前記目地カバーのほぼ中央部寄りの上面に上方へ突出するように固定され
たチャンネル状の受け具と、前記一方の建物の天井材と躯体との間に前記目地カバーが入
り込むように固定された先端部が地震等によって目地部が狭くなる場合に前記受け具内に
入り込み、前記目地カバーを上方へ押し上げ移動させる押し上げ杆とからなることを特徴
とする天井用目地カバー装置。
【請求項２】
目地部を介して建てられた左右の建物の一方の建物の天井部位の躯体に取付けられた、天
井材の目地部側端部に設けられた目地カバー押し上げ部と、この目地カバー押し上げ部と
対向する部位の前記左右の建物の他方の建物の躯体に常時は前記目地部を覆うように支持
され、地震等によって目地部が狭くなる場合には上方へ移動可能な目地カバーと、地震等
によって目地部が広くなる場合に前記目地カバーの目地部を覆っていた状態を保つ目地カ
バー保持具と、前記目地カバーのほぼ中央部寄りの上面に上方へ突出するように固定され
たチャンネル状の受け具と、前記一方の建物の天井材と躯体との間に前記目地カバーが入
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り込むように固定された先端部が前記目地カバー押し上げ部よりも外方へ突出しない部位
となる押し上げ杆ホルダー、この押し上げ杆ホルダー内にスライド移動可能で、常時は先
端部が外方へ突出して地震等によって目地部が狭くなる場合に前記受け具内に入り込み、
前記目地カバーを上方へ押し上げ移動させる押し上げ杆本体、この押し上げ杆本体の先端
部を常時外方へ突出するように付勢し、前記目地部が狭くなると前記他方の建物の躯体に
当接して前記押し上げ杆ホルダー内に入り込ませるように該押し上げ杆本体内に収納され
た付勢スプリングとからなる押し上げ機構とからなることを特徴とする天井用目地カバー
装置。
【請求項３】
目地部を介して建てられた左右の建物の一方の建物の天井部位の躯体に取付けられた、天
井材の目地部側端部に設けられた目地カバー押し上げ部と、この目地カバー押し上げ部と
対向する部位の前記左右の建物の他方の建物の躯体に常時は前記目地部を覆うように支持
され、地震等によって目地部が狭くなる場合には上方へ移動可能な目地カバーと、地震等
によって目地部が広くなる場合に前記目地カバーの目地部を覆っていた状態を保つ前記他
方の建物の躯体の該目地カバーよりも上部位置に固定された一対の支持アーム、この一対
の支持アームの先端部より下方へガイドされる両端部が前記目地カバーに取付けられた付
勢スプリングが介装された保持杆とからなる目地カバー保持具と、前記一方の建物の天井
材と躯体との間に前記目地カバーが入り込むように固定された先端部が前記目地カバー押
し上げ部よりも外方へ突出しない部位となる押し上げ杆ホルダー、この押し上げ杆ホルダ
ー内にスライド移動可能で、常時は先端部が外方へ突出して地震等によって目地部が狭く
なる場合に前記目地カバー保持具の保持杆と係合し、前記目地カバーを上方へ押し上げ移
動させる押し上げ杆本体、この押し上げ杆本体の先端部を常時外方へ突出するように付勢
し、前記目地部が狭くなると前記保持杆に加わる力によって前記押し上げ杆ホルダー内に
入り込ませるように該押し上げ杆ホルダー内に収納された付勢スプリングとからなる付勢
機構とからなることを特徴とする天井用目地カバー装置。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
本発明は目地部を介して建てられた左右の免震建物等の天井部位の目地部を覆う天井用目
地カバー装置に関する。
【０００２】
【従来の技術】
従来の天井用目地カバー装置は、天井の目地部を覆う目地カバーを前後左右方向にスライ
ド移動や伸縮させる構造を用いている。
【０００３】
【発明が解決しようとする課題】
従来の天井用目地カバー装置を免震建物等の大きな揺れ動きが生じる建物に使用しようと
しても、スライド移動量を大きく設定することができないとともに、前後左右方向の移動
や伸縮させる構造が複雑であるという欠点があった。
【０００４】
本発明は以上のような従来の欠点に鑑み、免震建物等の大きな揺れ動きが生じる建物に使
用しても、左右の建物の異なる前後左右方向の大きな揺れ動きも損傷なくスムーズに吸収
することができるとともに、構造が簡単で、容易に設置することができる天井用目地カバ
ー装置を提供することを目的としている。
【０００５】
本発明の前記ならびにそのほかの目的と新規な特徴は次の説明を添付図面と照らし合わせ
て読むと、より完全に明らかになるであろう。
ただし、図面はもっぱら解説のためのものであって、本発明の技術的範囲を限定するもの
ではない。
【０００６】
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【課題を解決するための手段】
上記目的を達成するために、本発明は目地部を介して建てられた左右の建物の一方の建物
の天井部位の躯体に取付けられた、天井材の目地部側端部に設けられた目地カバー押し上
げ部と、この目地カバー押し上げ部と対向する部位の前記左右の建物の他方の建物の躯体
に常時は前記目地部を覆うように支持され、地震等によって目地部が狭くなる場合には上
方へ移動可能な目地カバーと、地震等によって目地部が広くなる場合に前記目地カバーの
目地部を覆っていた状態を保つ目地カバー保持具と、前記目地カバーのほぼ中央部寄りの
上面に上方へ突出するように固定されたチャンネル状の受け具と、前記一方の建物の天井
材と躯体との間に前記目地カバーが入り込むように固定された先端部が地震等によって目
地部が狭くなる場合に前記受け具内に入り込み、前記目地カバーを上方へ押し上げ移動さ
せる押し上げ杆とで天井用目地カバー装置を構成している。
【０００７】
【発明の実施の形態】
以下、図面に示す実施の形態により、本発明を詳細に説明する。
【０００８】
図１ないし図６に示す本発明の第１の実施の形態において、１は目地部２を介して建てら
れた左右の建物３、３の天井部位の目地部を覆う本発明の天井用目地カバー装置で、この
天井用目地カバー装置１は前記左右の建物３、３の一方の建物３の天井部位の躯体３ａに
取付けられた天井材４の目地部側端部に設けられた下方が外方へ突出する目地カバー押し
上げ部としての傾斜面５ａが形成された目地カバー押し上げ部材５と、この目地カバー押
し上げ部材５と対向する部位の前記左右の建物３、３の他方の建物３の外壁面の躯体３ｂ
に、複数本のビス６によって固定された支持レール７に常時は前記目地部２を覆うように
支持され、地震等によって目地部２が狭くなる場合には上方へ移動可能な先端部が前記目
地カバー押し上げ部材５の傾斜面５ａと面接触できる傾斜面８ａに形成された目地カバー
８と、地震等によって目地部２が広くなる場合に前記目地カバー８の目地部２を覆ってい
た状態を保つ該目地カバー８の後端部寄りの部位に上方へ突出するように固定された複数
本の支持杆９、この複数本の支持杆９の上下移動が可能でかつ前方へ倒れるのを阻止でき
るように前記他方の建物３の外壁面の躯体３ｂに複数本のビス１０によって固定された保
持カバー１１とからなる目地カバー保持具１２と、前記目地カバー８のほぼ中央部寄りの
上面に上方へ突出するように所定間隔で固定された開口幅が前後方向に長いチャンネル状
の受け具１３、１３と、前記一方の建物３の天井材４と躯体３ａとの間に前記目地カバー
８が入り込むように固定された先端部が地震等によって目地部２が狭くなる場合に前記受
け具１３、１３内に入り込み、前記目地カバー８を上方へ押し上げ移動させる先端部が傾
斜面１４ａの押し上げ杆１４、１４とで構成されている。
【０００９】
上記構成の天井用目地カバー装置１は、地震等によって左右の建物３、３の目地部２が広
くなるように揺れ動いた場合には、図４に示すように目地カバー８は目地カバー保持具１
２によって通常時に目地部２を覆っていた状態を保つため、一方の建物３の目地部２側の
天井材４が離れていく方向に移動して、その揺れ動きを吸収する。
【００１０】
また、左右の建物３、３の目地部２が狭くなるように揺れ動いた場合には、図５に示すよ
うに目地カバー８の先端部８ａが目地カバー押し上げ部材５の傾斜面５ａ上をスライド移
動して上方へ押し上げられるとともに、受け具１３、１３内に押し上げ杆１４、１４の先
端部が入り込み、目地カバー８を上方へ押し上げ、その揺れ動きを吸収する。
【００１１】
さらに、左右の建物の３、３が異なる前後方向でかつ目地部２が狭くなるように揺れ動い
た場合には、図６に示すように目地カバー８の先端部が目地カバー押し上げ部材５の傾斜
面５ａ上を前後方向に移動しながら上方へスライド移動して上方へ押し上げられるととも
に、受け具１３、１３内に押し上げ杆１４、１４の先端部が入り込み目地カバー８を上方
へ押し上げ、その揺れ動きを吸収する。
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【００１２】
【発明の異なる実施の形態】
次に、図７ないし図２０に示す本発明の異なる実施の形態につき説明する。なお、これら
の本発明の異なる実施の形態の説明に当って、前記本発明の第１の実施の形態と同一構成
部分には同一符号を付して重複する説明を省略する。
【００１３】
図７ないし図１２に示す本発明の第２の実施の形態において、前記本発明の第１の実施の
形態と主に異なる点は、目地カバー８の後端部寄りの部位に上方へ突出するように固定さ
れた複数本の軸状の支持杆９Ａ、この複数本の支持杆９Ａの上部をそれぞれ上下移動可能
に支持する他方の建物３の外壁面の躯体３ｂに固定された軸受け部材１５、１５とからな
る目地カバー保持具１２Ａと、一方の建物３の天井材４と躯体３ａとの間に目地カバー８
が入り込むように固定された先端部が目地カバー押し上げ部材５よりも外方へ突出しない
部位となる押し上げ杆ホルダー１６、この押し上げ杆ホルダー１６内にスライド移動可能
で、常時は先端部が外方へ突出して地震等によって目地部２が狭くなる場合に受け具１３
内に入り込み、目地カバー８を上方へ押し上げ移動させる先端部が傾斜面１７ａの押し上
げ杆本体１７、この押し上げ杆本体１７の先端部を常時外方へ突出するように付勢し、目
地部２が狭くなると他方の建物３の外壁面の躯体３ｂに当接して前記押し上げ杆ホルダー
１６内に入り込ませるように該押し上げ杆ホルダー１６内に収納された付勢スプリング１
８とからなる押し上げ機構１９を用いた点で、このように構成した天井用目地カバー装置
１Ａにすることにより、目地部２の寸法とほぼ同じ寸法だけ左右の建物３、３の異なる左
右方向の揺れ動きを吸収することができる。
【００１４】
図１３ないし図１８に示す本発明の第３の実施の形態において、前記本発明の第２の実施
の形態と主に異なる点は、他方の建物３の外壁面の躯体３ｂの目地カバー８よりも上部位
置に固定された一対の支持アーム２０、２０、この一対の支持アーム２０、２０の先端部
より下方へガイドローラ２１、２１によってガイドされる両端部が目地カバー８に取付け
られた付勢スプリング２２、２２が介装された保持杆２３とからなる目地カバー保持具１
２Ｂと、先端部に前記目地カバー保持具１２Ｂの保持杆２３と係合する係合部２４が形成
された押し上げ杆本体１７Ａを用いた押し上げ機構１９Ａとを用いた点で、このように構
成した天井用目地カバー装置１Ｂにしても、前記本発明の第２の実施の形態と同様な作用
効果が得られる。
【００１５】
図１９および図２０に示す本発明の第４の実施の形態において、前記本発明の第３の実施
の形態と主に異なる点は、一方の建物３の天井材４の目地部側の端部を傾斜面５Ａに形成
した目地カバー押し上げ部にした点で、このように構成した天井用目地カバー装置１Ｃに
しても、前記本発明の第３の実施の形態と同様な作用効果が得られる。
【００１６】
【発明の効果】
以上の説明から明らかなように、本発明にあっては次に列挙する効果が得られる。
【００１７】
（１）目地部を介して建てられた左右の建物の一方の建物の天井部位の躯体に取付けられ
た、天井材の目地部側端部に設けられた目地カバー押し上げ部と、この目地カバー押し上
げ部と対向する部位の前記左右の建物の他方の建物の躯体に常時は前記目地部を覆うよう
に支持され、地震等によって目地部が狭くなる場合には上方へ移動可能な目地カバーと、
地震等によって目地部が広くなる場合に前記目地カバーの目地部を覆っていた状態を保つ
目地カバー保持具と、前記目地カバーのほぼ中央部寄りの上面に上方へ突出するように固
定されたチャンネル状の受け具と、前記一方の建物の天井材と躯体との間に前記目地カバ
ーが入り込むように固定された先端部が地震等によって目地部が狭くなる場合に前記受け
具内に入り込み、前記目地カバーを上方へ押し上げ移動させる押し上げ杆とで構成されて
いるので、目地部が広くなるような揺れ動きの場合には目地カバーがそのままで、一方の
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建物の天井材が離れるように移動して、その揺れ動きを吸収するとともに、目地部が狭く
なるような揺れ動きの場合には押し上げ杆が受け具内に入り込み目地カバーを押し上げ、
その揺れ動きを吸収することができる。
したがって、地震等によって左右の建物が異なる左右方向に揺れ動いても損傷することな
く、その揺れ動きを吸収することができる。
【００１８】
（２）前記（１）によって、左右の建物が異なる前後方向に揺れ動き、かつ目地部が狭く
なった場合には受け具がチャンネル状に形成されたものであるので、押し上げ杆が受け具
内に入り込むことができ、目地カバーを上方へ押し上げ、その揺れ動きを吸収することが
できる。
したがって、地震等によって左右の建物が異なる前後方向で、かつ目地部が狭くなるよう
に揺れ動いても損傷することなく、その揺れ動きを吸収することができる。
【００１９】
（３）前記（１）によって、目地カバー支持具、受け具、押し上げ杆を用いた構造で、左
右の建物の異なる前後左右方向の揺れ動きを吸収でき、構造が簡単で、楽に設置すること
ができる。
【００２０】
（４）請求項２、３も前記（１）～（３）と同様な効果が得られるとともに、ほぼ目地部
の寸法分だけの大きな揺れ動きも吸収することができる。
したがって、免震建物等の大きな揺れ動きを吸収しなければならない建物に最適に使用す
ることができる。
【図面の簡単な説明】
【図１】本発明の第１の実施の形態の設置状態の平面図。
【図２】図１の２－２線に沿う拡大断面図。
【図３】図１の３－３線に沿う断面図。
【図４】目地部が広くなった動作状態の説明図。
【図５】目地部が狭くなった動作状態の説明図。
【図６】異なる前後方向で目地部が狭くなった動作状態の説明図。
【図７】本発明の第２の実施の形態の設置状態の平面図。
【図８】図７の８－８線に沿う拡大断面図。
【図９】図７の９－９線に沿う断面図。
【図１０】本発明の第２の実施の形態の押し上げ機構の説明図。
【図１１】目地部が狭くなった動作状態の説明図。
【図１２】目地部が非常に狭くなった動作状態の説明図。
【図１３】本発明の第３の実施の形態の設置状態の平面図。
【図１４】図１３の１４－１４線に沿う拡大断面図。
【図１５】図１３の１５－１５線に沿う断面図。
【図１６】本発明の第３の実施の形態の目地カバー保持具の説明図。
【図１７】本発明の第３の実施の形態の押し上げ機構の説明図。
【図１８】目地部が狭くなった状態の動作説明図。
【図１９】本発明の第４の実施の形態の設置状態の平面図。
【図２０】図１９の２０－２０線に沿う拡大断面図。
【符号の説明】
１、１Ａ、１Ｂ、１Ｃ：天井用目地カバー装置、
２：目地部、　　　　　　３：建物、
４：天井材、　　　　　　５：目地カバー押し上げ部材、
５ａ：目地カバー押し上げ部としての傾斜面、
６：ビス、　　　　　　　７：支持レール、
８：目地カバー、　　　　９、９Ａ：支持杆、
１０：ビス、　　　　　　１１：支持カバー、

10

20

30

40

50

(5) JP 3688510 B2 2005.8.31



１２、１２Ａ、１２Ｂ：目地カバー保持具、
１３：受け具、　　　　　１４：押し上げ杆、
１５：軸受け部材、　　　１６：押し上げ杆ホルダー、
１７、１７Ａ：押し上げ杆本体、
１８：付勢スプリング、　１９、１９Ａ：押し上げ機構、
２０：支持アーム、　　　２１：ガイドローラ、
２２：付勢スプリング、　２３：保持杆、
２４：係合部。

【 図 １ 】 【 図 ２ 】
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【 図 ３ 】 【 図 ４ 】

【 図 ５ 】 【 図 ６ 】
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【 図 ７ 】 【 図 ８ 】

【 図 ９ 】 【 図 １ ０ 】
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【 図 １ １ 】 【 図 １ ２ 】

【 図 １ ３ 】 【 図 １ ４ 】
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【 図 １ ５ 】 【 図 １ ６ 】

【 図 １ ７ 】 【 図 １ ８ 】
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【 図 １ ９ 】 【 図 ２ ０ 】
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